
 

感対第 45-2 号  

令和５(2023)年４月 18日  

 

 各関係団体等の長 様 

 

 栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部長  

 

   新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等 

について （令和５年５月８日以降の取扱いに関する事前の情報提供） 

 

本県の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から特段の御理解、御協力をいた

だき御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更後は、感染症法に基づいた外出自粛

の要請はなくなり、外出を控えるかどうかの判断は、季節性インフルエンザと同様、個人の判断

に委ねられることから、その判断に資する情報（位置付け変更後の Q&A、新たな分析結果、諸外国

の事例）が別紙１のとおり国から示されましたのでお送りします。 

また、位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定され

ることはなく、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められないとされておりますが、

本県においても同様の対応となります。 

なお、今回示された国の事務連絡は、本年５月８日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上

の位置付けの変更が行われることを前提とした取扱いであり、 個人の療養や事業者の取組に当た

って参考となるよう、事前に情報提供が行われたものです。 

つきましては、本内容について御了知の上、貴団体員等に対し、別添について周知してくださ

いますようお願いいたします。 

 

栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 

社会対策グループ 028-623-3125（一般非公開） 

感染対策グループ 028-623-2841（一般非公開） 


